
徳島県公共工事標準請負契約約款の改正について

１ 背景

○国の公共工事標準請負契約約款の改正に伴い、県の約款を改正

○危険な盛土等の発生を防止するため、建設発生土の搬出先を明確化

２ 改正内容

○発注者の催告によらず契約を解除できる要件の拡充（約款第４５条）

・暴力団排除を更に徹底するため、

役員等に「経営に実質的に関与している者※」を含むとき

※顧問、相談役、支配人、一定以上の株式を保有する株主等

・役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながら、

これを不当に利用するなどしていると認められるとき

○契約書に「建設発生土の搬出先等」を追加


